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0．はじめに

高度成長したはずなのになぜ？被災者支援混乱の原因は？
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1930年の北伊豆地震の避難所
毎日フォトバンクより提供

2016年の熊本地震の
避難所

松川杏寧氏より提供

詳しくは『災害対応ガバナンスー被災者支援の混乱
をとめる―』（ナカニシヤ出版）をご笑覧ください。



１．戦後ずっと続く被災者支援の混乱

私がイメージする日本の災害法制
災害大国日本、「ハード」は得意で「ソフト」は苦手
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１．戦後ずっと続く被災者支援の混乱

そもそも・ ・ ・ ・ ・ ・

「災害」ってなんだ？
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１．戦後ずっと続く被災者支援の混乱

「災害（disaster） 」とは

危険を引き起こす加害力（hazard）
×

社会の脆弱性（vulnerability）
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Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T. and Davis, I. : At Risk: Natural Hazards, 
People's Vulnerability and Disasters, Routledge, 2003（岡田憲夫監訳：防災学原論, 
築地書館, 2010）



２．混乱を引き起こす制度構造

平時・災害時の被災者支援にかかわる主な法律と財・サービ
ス供給の担い手
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災害体対策基本法
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（他に被災者生活再
建支援法や災害弔慰

金法など）
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書の区分が、支援制
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２．混乱を引き起こす制度構造

現行法制下の被災者生活再建支援の基本的な制度枠組み
：複雑怪奇・部門跨ぎ・平時とは異なる基準や手法

応急期

収
入

減
少

住
家
被
害

人
的
被
害

応急仮設住宅供与
（災害救助法）

被災者生活再建支援金
（被災者生活再建支援法）

救
助
さ
れ
る
被
災
者

避
難
所
等
で
の
救
助

（
災
害
救
助
法
）

仮設住宅の見守り等
（被災者見守り・相談支援事業）

復旧期

場合によっては支援がある
（大災害時のみ補正予算で）

罹災証明
（住家被害を判定）

弔慰金・災害障害見舞金
（災害弔慰金の支給等に

関する法律）

サービス

サービス

現金給付

現金給付

現物給付

そ
の
他

現物給付

平時制度（介護・障害者・生活困窮者など）
+平時制度の拡張（減免等）

在宅被災者把握
（被災高齢者等把握事業）



２．混乱を引き起こす制度構造

社会的課題としての災害の特徴は「ある地域にたまにしか来
ない」：平時に民間が関与＝行政が慣れない財の供給で混乱
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災害体対策基本法

公営住宅法・住宅
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もとづく組織運営
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（他に被災者生活再
建支援法や災害弔慰
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市場で供給

地方自治体
・民間
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課題1 災害救助法に福祉的
支援がなく配慮が必要な人ほ

ど厳しい環境におかれる

課題2 平時は民間が
担い手なのに災害時は
慣れない地方自治体
が急に担い手になる

課題3 社会保障に関係す
るプロが被災者支援で活
動することになっていない



３．歴史に未来を学ぶ―社会保障からの孤立した孤独な被災者支援―

災害救助法は社会保障の一環としてGHQが提案（相手は厚
生省保護課：生活保護の担当部局）、1947年に成立
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３．歴史に未来を学ぶ―社会保障からの孤立した孤独な被災者支援―

災害対応・復旧において、ハード面は平時の法制を活用可能
だが、介護保険法以降の社会保障との連動は少ない
 戦災復興の中、災害救助法：1947年→災害救助は生存権保障と未熟な地方自治

 憲法：1946年、地方自治法：1947年

 生活保護法：1946年（旧法）・1950年

 伊勢湾台風（1959年）後、災害対策基本法：1961年、激甚災害に対処するための特
別の財政援助等に関する法律（激甚災害法）：1962年→ハード復旧補助率アップ

 国民皆保険制度：1961年

 個人災害の補償として災害弔慰金法（議員立法）：1973年

 阪神・淡路大震災時に罹災証明書の区分が被災者支援の基準に。その後、被災者
生活再建支援法（議員立法）：1998年（同時にNPO法でサードセクターが前面化）

 先進各国、少し遅れて日本において貧困や格差が課題化、社会保障は普遍主義化
（福祉多元主義、自立支援、居住支援、地域包括ケアなどがテーマに）→平時の社
会保障と災害法制の結びつきはあまりない

 介護保険法：1997年、障害者自立支援法：2005年（現、障害者総合支援法）

 DV法：2001年、ホームレス自立支援法：2002年、自殺対策基本法：2006年

 生活困窮者自立支援法：2013年 9



３．歴史に未来を学ぶ―社会保障からの孤立した孤独な被災者支援―

基本的な社会保障と被災者支援における担い手の歴史展開
行政のみが担い手、相談援助などの対人サービスが弱い

担い手の広がり
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４．災害ケースマネジメント

仙台市では当初はバラバラに実施していた支援を、ケースマ
ネジメントを実施することで個別世帯ごとに組み合わせた

11

時間

プレハブ仮設住宅や
公務員住宅等仮設住宅

ハ
ウ
ジ
ン
グ
の
形
態
ご

と
の
支
援

見守り・生活相談（PSC）

みなし仮設住宅

呼びかけ型サロン活動・訪問（お茶会など：社協）

世
帯
単
位
の
支
援

基本的に全世帯

仙台市被災者生活再建加速

プログラム（必要に応じて個別
支援計画の策定）

分類
支援が必要な世帯・個人

（困窮被災者等）

個別支援計画にもとづく就労
支援などの個別支援
（困窮被災者支援など）

基本的に全世帯

就労支援（PSC）

ケースマネジメントを実施し
支援を組み合わせる



４．災害ケースマネジメント

個別世帯単位でアセスメントを行い、個別に支援メニューを組
み合わせる生活再建施策を実施（1に促していく）
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台
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通
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ど
）

１

２

３

４



４．災害ケースマネジメント

個別世帯のケースデータの蓄積をもとに、官・民、平時・災害
時の支援を組み合わせ
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台
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ター、まちづくり推進課、障害高
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仙台市
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伴走型民間賃貸
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地域包括
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一般施策

シルバー人
材センター

NPO

弁護士

：平時制度 ：特別予算で実施



４．災害ケースマネジメント

①個別世帯の状況に応じた伴走型支援、②多様な主体が連
携し平時社会保障も含めた多様な支援メニューを組み合わせ
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災害救助
平時の制度

被
災
の
影
響
を
把
握

被災者A 多様で
重層的な
課題

被災者B 多様で
重層的な
課題
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重層的な
課題

支
援
の
組
み
合
わ
せ

（
個
別
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画
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被災者A

被災者B

被災者C

平時の支援c

災害時支援a

平時の支援c

災害時支援a
災害時支援b

災害時支援a

被災者生活再建支援における「災害ケースマネジメント」モデル

菅野拓（2017） 「借上げ仮設を主体とした仮設住宅供与および災害ケースマネジメントの意義と論点―東日本大震災の研究
成果を応用した熊本市におけるアクションリサーチを中心に―」地域安全学会論文集，31号, pp.177-186



４．災害ケースマネジメント

災害ケースマネジメントで埋めようとしている領域
「餅は餅屋の被災者支援」にする大事な手法
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４．災害ケースマネジメント

取り組みを進めるために必要な考え方は「災害対応のマルチ
セクター化」と「社会保障のフェーズフリー化」

災害対応のマルチセクター化

営利企業やNPOなどのサードセクターの組織といった政府以外の
担い手も体制や財源の公的な根拠をもって自律的に災害対応に
参画する。

社会保障のフェーズフリー化

普遍的なものになった社会保障の制度体系の中に被災者支援を
位置付けて平時の社会保障の担い手たちが被災者支援を行う。

※フェーズフリー：身のまわりにあるモノやサービスを、日常時はもちろん、非常時にも
役立てることができるように設計しておくという考え方。非常時は発電機・蓄電池として
利用可能なように設計されているハイブリッド電気自動車などが代表例。



参考

国も災害ケースマネジメントや個別避難計画を促進している
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 「災害ケースマネジメントの仕組みづくりを進めたい。」

 2021年12月21日参議院予算委員会での岸田首相の答弁

被災者支援等を担う人材の確保・育成、要配慮者避難や災
害ケースマネジメントの促進（中略）等の地域防災力の向上
や事前防災に資する取組を推進する。

経済財政運営と改革の基本方針2022（いわゆる骨太の方針、
2022年6月7日閣議決定）



参考

内閣府「災害ケースマネジメントに関する取組事例集」（2022
年3月）

18



参考

内閣府（2023）『災害ケースマネジメント実施の手
引き』

19https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/case/index.html



参考

内閣府「被災者支援のあり方検討会」（2022年5月19日～）
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参考

防災基本計画に「多様な主体と連携した被災者支援」を規定
災害中間支援組織・災害ケースマネジメント（2023年5月31日）

21

https://www.
bousai.go.jp
/taisaku/keik
aku/kihon.ht
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